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平成 26 年 ２ 月 21 日

第 １２６７３ 号（金曜日）

毎 週 ２ 回 　 火 曜 　 金 曜 発 行

　　　　告　　　示
○一般競争入札の落札者等� （管　財　課）　１
○救急病院の認定� （地域医療推進室）　１
○救急診療所の認定� （　　同　　）　２
○河川管理施設以外の工作物の管理者が管理する河川管
　理施設� （河　川　課）　２

　　　　公　　　告
○特定非営利活動法人の定款変更認証申請公告
� （県民交流課）　３
○県営土地改良事業に係る換地計画の決定及び縦覧公告
� （経営対策課）　４
○委託業務に係る企画提案の募集公告� （競馬総務課）　４
○都市計画の変更案の縦覧公告� （都市計画課）　５

石川県告示第54号
　ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第23号）の適用を受ける特定調達契約につき、
一般競争入札の落札者を決定したので、次のとおり落札者等について告示する。

　　平成26年２月21日
� 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　落札に係る特定役務の名称及び数量

　⑴　県庁舎清掃管理業務委託（行政庁舎その１）　一式
　⑵　県庁舎清掃管理業務委託（行政庁舎その２）　一式
　⑶　県庁舎清掃管理業務委託（警察本部庁舎）　一式
２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　石川県総務部管財課

　　金沢市鞍月１丁目１番地

３　落札者を決定した日

　　平成26年２月４日
４　落札者の名称及び所在地

　⑴　１⑴　有限会社芙蓉クリーンサービス　金沢市神田一丁目25番10号
　⑵　１⑵　有限会社芙蓉クリーンサービス　金沢市神田一丁目25番10号
　⑶　１⑶　太平ビルサービス株式会社　金沢市南町２番１号
５　落札金額

　⑴　１⑴　18,360,000円
　⑵　１⑵　17,280,000円
　⑶　１⑶　19,980,000円
６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　一般競争入札の公告を行った日

　　平成25年12月24日

石川県告示第55号
　救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条第１項の規定により、救急病院として次のとおり認定
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した。

　　平成26年２月21日
� 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

名　　称 所　在　地 認定年月日 認定の有効期限

石 川 県 立 中 央 病 院 金沢市鞍月東２丁目１番地 平成26年２月１日 平成29年１月31日
金 沢 聖 霊 総 合 病 院 金沢市長町１丁目５番30号 〃 〃

南 ヶ 丘 病 院 金沢市馬替２丁目125番地 〃 〃

金 沢 赤 十 字 病 院 金沢市三馬２丁目251番地 〃 〃

国家公務員共済組合連合会北陸病院 金沢市泉が丘２丁目13番43号 〃 〃

独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構

金 沢 医 療 セ ン タ ー
金沢市下石引町１番１号 〃 〃

金 沢 大 学 附 属 病 院 金沢市宝町13番１号 〃 〃

Ｎ Ｔ Ｔ 西 日 本 金 沢 病 院 金沢市下新町６番26号 〃 〃

金 沢 市 立 病 院 金沢市平和町３丁目７番３号 〃 〃

社団法人石川勤労者医療協会

城 北 病 院
金沢市京町20番３号 〃 〃

金 沢 西 病 院 金沢市駅西本町６丁目15番41号 〃 〃

社 会 医 療 法 人 財 団

董 仙 会 恵 寿 総 合 病 院
七尾市富岡町94番地 〃 〃

公 立 羽 咋 病 院 羽咋市的場町松崎24番地 〃 〃

公 立 つ る ぎ 病 院 白山市鶴来水戸町ノ１番地 〃 〃

国 民 健 康 保 険 能 美 市 立 病 院 能美市大浜町ノ85番地 〃 〃

芳 珠 記 念 病 院 能美市緑が丘11丁目71番地 〃 〃

津 幡 町 国 民 健 康 保 険 直 営

河 北 中 央 病 院
河北郡津幡町字津幡ロ51番地２ 〃 〃

金 沢 医 科 大 学 病 院 河北郡内灘町字大学１丁目１番地 〃 〃

公 立 穴 水 総 合 病 院 鳳珠郡穴水町字川島タの８番地 〃 〃

石川県告示第56号
　救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条第１項の規定により、救急診療所として次のとおり認
定した。

　　平成26年２月21日
� 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

名　　称 所　在　地 認定年月日 認定の有効期限

細 川 整 形 外 科 医 院 金沢市笠舞本町１丁目６番23号 平成26年２月１日 平成29年１月31日
加 藤 整 形 外 科 医 院 金沢市本江町８番18号 〃 〃

横 浜 外 科 整 形 外 科 医 院 金沢市小坂町北195番地２ 〃 〃

石川県告示第57号
　河川法（昭和39年法律第167号）第17条第１項の規定により、河川管理施設以外の工作物と効用を兼ねる河川管理
施設の管理の方法を定め、次のとおり河川管理施設以外の工作物の管理者が河川管理施設の管理を行う。

　　平成26年２月21日
� 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　河川の名称

　　二級河川新堀川水系新堀川

２　河川管理施設の名称又は種類
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　　堤防

３　河川管理施設の位置

　　左岸

　　　下流　加賀市片山津温泉乙73番２地先
　　　上流　加賀市片山津温泉乙65番３地先
　　　延長　466メートル
４　管理を行う者の氏名及び住所

　　道路管理者　加賀市長　宮元　陸

　　加賀市大聖寺南町ニ41番地
５　管理の内容

　⑴�　道路専用施設（路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他専ら道路の管理上必要な施設又は
工作物をいう。以下同じ。）の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

　⑵　道路専用施設に係る災害復旧
６　管理の期間

　　平成26年２月14日から道路の存続する日まで

１　河川の名称

　　二級河川羽咋川水系長曽川

２　河川管理施設の名称又は種類

　　堤防

３　河川管理施設の位置

　　左岸

　　　下流　鹿島郡中能登町良川や部17番４地先
　　　上流　鹿島郡中能登町良川け部４番１地先

　　　延長　317.18メートル
４　管理を行う者の氏名及び住所

　　道路管理者　中能登町長　杉本　栄蔵

　　鹿島郡中能登町末坂９部46番地
５　管理の内容

　⑴�　道路専用施設（路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他専ら道路の管理上必要な施設又は
工作物をいう。以下同じ。）の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

　⑵　道路専用施設に係る災害復旧
６　管理の期間

　　平成26年２月14日から道路の存続する日まで

特定非営利活動法人の定款変更認証申請公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第３項の規定により、特定非営利活動法人の定款変更の認証
の申請があった。

　　平成26年２月21日
� 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　申請を受理した年月日

　　平成26年２月６日
２　特定非営利活動法人の名称

　　特定非営利活動法人��ＦＣ．ＴＯＮ
３　代表者の氏名

公　　　　　　　　告
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　　島野　弘和

４　主たる事務所の所在地

　　金沢市西念４丁目12番１号
５　定款に記載された目的

　�　この法人は、広く一般市民に対して、サッカークラブチームの運営に関する事業、スポーツについてのセミナー・
講座等の企画・開催に関する事業を行い、スポーツの振興並びに地域社会の福祉の増進を図り、もって広く公益に

寄与することを目的とする。

県営土地改良事業に係る換地計画の決定及び縦覧公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定により、次のとおり県営土地改良事業に係る換地計
画を定めたので、その関係書類を平成26年２月24日から同年３月25日まで縦覧に供する。
　なお、この換地計画については、同条第４項において準用する同法第87条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の
日の翌日から起算して15日以内に知事に異議申立てをすることができる。
　また、同法第89条の２第４項において読み替えて準用する同法第87条第７項の規定による異議申立てに対する決定
に不服がある者は、同法第89条の２第４項において準用する同法第87条第10項の規定により、県を被告として（県を
代表する者は、知事となる。）、当該決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、当該決定に対し

てのみ、取消しの訴えを提起することができる。

　　平成26年２月21日
� 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

事　　業　　名 地区（工区）名 縦覧に供する書類 縦　覧　場　所

県 営 中 山 間 地 域

総 合 整 備 事 業
鶴 町 地 区 換地計画書の写し

石 川 県 奥 能 登 農 林 総 合

事務所土地改良部計画課

委託業務に係る企画提案の募集公告

　次のとおり企画提案を募集する。

　　平成26年２月21日
� 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　業務の概要

　⑴　業務名
　　　平成26年度金沢競馬実況放送業務
　⑵　業務の内容
　　　金沢競馬における集客及び売得額の一層の向上を図るための、効果的かつ効率的な実況放送の実施

２　参加資格及び評価基準

　⑴　参加資格
　　ア�　平成22年４月１日から平成26年２月20日までの期間において競馬実況放送の実績のあるアナウンサーを２名

以上有し、金沢競馬開催日に１名を配置できる者であること。なお、複数の事業者により構成された共同企業

体の参加も認めることとし、その場合は、共同企業体においてこれを満たす者であること。

　　イ�　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。なお、共同企業
体の場合は、全ての構成員がこれを満たす者であること。

　　ウ�　平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負､ 物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争
入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成９年石川県告示第581号）に基
づき､平成25年度において競争入札参加者資格を有すると認められた者であること｡ なお、共同企業体の場合は、
全ての構成員がこれを満たす者であること。

　　エ�　指名停止の措置を受けている者でないこと。なお、共同企業体の場合は、全ての構成員がこれを満たす者で
あること。

　　オ�　石川県暴力団排除条例（平成23年石川県条例第20号｡ 以下｢条例｣という｡）第２条第１号に規定する暴力団（以
下 ｢暴力団｣ という｡）ではないこと及び次のアからオまでに該当しない者であること｡ なお、共同企業体の
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場合は、全ての構成員がこれを満たす者であること。

　　　ア�　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締
結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が条例第２条第３号に規定する暴力団員（以下 ｢暴力団員｣

という｡ 以下同じ。）である者

　　　イ�　暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者
　　　ウ�　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴

力団又は暴力団員の利用等をしている者

　　　エ�　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に
暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

　　　オ�　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
　⑵　評価基準
　　ア　実況放送に関する考え方及び実施方法

　　イ　レース展望放送に関する考え方及び実施方法

　　ウ　ファンサービスに関する考え方

　　エ　運営組織及び執行体制のあり方（アナウンサーに不測の事故等が発生した場合の危機管理等）

　　オ　アナウンサーの技術力

　　カ　業務実施に係る金額及び経費積算の妥当性

３　募集要項の交付場所等

　⑴　交付場所
　　　〒920－3105　金沢市八田町西１番地
　　　石川県競馬事業局競馬総務課企画管理係

　　　電話番号　076－258－5761　FAX番号　076－258－4291
　⑵　交付期間
　　　平成26年２月21日（金）から同年２月28日（金）まで
４　企画提案書の提出場所等

　⑴　提出場所
　　　⑶１の交付場所に同じ。
　⑵　提出期限
　　�　平成26年３月14日（金）午後５時までに、⑴の提出場所へ持参又は郵送により提出すること（郵送の場合は、
提出期限内必着とする。）。

５　最優秀提案者の選定

　�　提出された企画提案書について、２⑵の評価基準に基づき審査を行い、最優秀提案者を選定するものであり、提
出のあった企画提案書に基づく各提案者からのプレゼンテーション及び審査会を経て、選定するものとする。選考

結果については、平成26年３月下旬（予定）に各提案者に通知するものとする。
　�　なお、契約は、選定された企画提案内容に沿って契約内容についての協議及び調整を行った上で締結する。ただし、
当該契約は、その業務に係る予算についての議会の議決が必要であり、当該予算が議会で議決されなかった場合は、

締結しない。このことについて、参加者は、あらかじめ了解しているものとみなす。

６　その他

　⑴�　質問については、４⑴の提出場所において、平成26年２月28日（金）午後５時まで受け付けるものとする。なお、
質問は、文書によるものとし、書面の持参若しくは郵送、FAX又は募集要項で定める電子メールによる提出によ
り行うこと。

　⑵�　４⑵の提出期限までに提出のあった企画提案書については、後日、各提案者によるプレゼンテーションを行う
ものとする。

　　�　なお、これについて出席、提出書類の作成等に要した費用は、参加者の負担とするほか、提出書類は、返却し
ないこととする。

都市計画の変更案の縦覧公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規定により、次のとおり
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（１箇月2,350円送料とも） 発行人　〒920-8580　石川県金沢市鞍月１丁目１番地　　　�石　川　県
印刷所　〒921-8064　石川県金沢市八日市４丁目265番地４　㈲プランニング・エージ　TEL（076）274-2225

都市計画を変更したいので、当該変更に係る都市計画の案を平成26年２月21日から同年３月７日まで縦覧に供する。
　　平成26年２月21日
� 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

都市計画の種類 都市計画を変更する土地の区域 縦　覧　場　所

金沢都市計画区域区分 野々市市柳町の全部及び郷町の一部
石川県土木部都市計画課及び野々市市産業建設部

都市計画課


